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新
農
業
委
員
が
決
定

　

幸
手
市
農
業
委
員
の
任
期
満
了
に
伴

う
改
選
に
よ
り
、
20
人
の
新
委
員
が
選

任
さ
れ
ま
し
た
。
任
期
は
3
年
で
す
。

※
敬
称
略
、
50
音
順

※
◎
は
会
長
、
○
は
会
長
代
理

問
合
せ　

農
業
委
員
会
事
務
局
　
内
線

5
3
6
・
（
43
）1
1
2
3

結

核

予

防

週

間

　

9
月
24
日
～
30
日
は
結
核
予
防
週
間

で
す
。
結
核
は
決
し
て
過
去
の
病
気
で

は
な
く
、
今
で
も
年
間
2
万
人
弱
が
罹

患
し
て
い
ま
す
。

　

2
週
間
以
上
続
く
咳
や
痰
、
特
に
高

齢
者
に
お
け
る
倦
怠
感
や
急
激
な
体
重

の
減
少
が
あ
っ
た
場
合
は
、
早
め
に
医

療
機
関
に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

　

結
核
予
防
に
は
、
十
分
な
睡
眠
や
適

度
な
運
動
、
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
食
事
が

大
切
で
す
。
ま
た
、
乳
児
に
は
必
ず
Ｂ

Ｃ
Ｇ
を
接
種
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　

幸
手
保
健
所
☎（
42
）1
1
0
1

行
政
書
士
無
料
相
談
会

と
き　

9
月
15
日（
火
）
午
後
１
時
30

分
～
4
時

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
2
階
第
2

会
議
室

内
容　

相
続
、
遺
言
、
生
前
贈
与
、
金

銭
貸
借
な
ど
の
問
題
、
会
社
設
立
、

農
地
転
用
、
交
通
事
故
示
談
な
ど

問
合
せ　

埼
玉
県
行
政
書
士
会
春
日
部

支
部
☎
0
4
8（
7
3
7
）5
6
1
5

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
事
業

　

市
で
は
、
生
活
に
困
窮
し
て
い
る
市

内
在
住
の
人（
生
活
保
護
受
給
者
を
除

く
）を
対
象
に
、
自
立
し
た
生
活
が
行
え

る
よ
う
一
人
ひ
と
り
の
状
況
に
応
じ
た

自
立
相
談
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

相
談
受
付　

月
曜
～
金
曜
日

※
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く

支
援
内
容　

生
活
の
安
定
や
就
労
促
進

な
ど
の
自
立
に
向
け
た
支
援
を
行

い
ま
す
。
ま
た
、
離
職
に
よ
り
住
宅

を
失
っ
た
人（
失
う
お
そ
れ
が
高
い

人
を
含
む
）
で
、
所
得
な
ど
が
一
定

水
準
以
下
の
人
を
対
象
に
、
有
期
で

住
居
確
保
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

問
合
せ　

社
会
福
祉
協
議
会
☎（
43
）3

2
7
7
・
（
40
）1
4
6
0

ひ
と
り
親
家
庭
児
童

就

学

支

度

金

制

度

　

低
所
得
の
ひ
と
り
親
家
庭
の
児
童
が

中
学
校
へ
入
学
す
る
と
き
、
就
学
支
度

金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

対
象　

母
子
家
庭
の
母
、
父
子
家
庭
の

父
、
ま
た
は
父
母
の
な
い
児
童
を
養

育
し
て
い
る
人
で
、
平
成
28
年
4
月

に
中
学
校
へ
就
学
す
る
児
童
を
扶
養

し
て
い
る
平
成
27
年
度
住
民
税
非
課

税
世
帯
の
人（
生
活
保
護
受
給
者
世

帯
を
除
く
）

支
給
額　

1
0
0
0
0
円

申
請
方
法　

12
月
25
日（
金
）ま
で
に
子

育
て
支
援
課
窓
口
へ

持
ち
物　

通
帳
な
ど
振
込
先
が
確
認
で

き
る
も
の

※
期
限
後
の
申
請
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
合
せ　

子
育
て
支
援
課
☎（
42
）8
 4 

5
4
・
（
42
）2
1
3
0

高
齢
者
・
障
害
者
の

人
権
あ
ん
し
ん
相
談

と
き　

9
月
7
日（
月
）
～
13
日（
日
）

午
前
8
時
30
分
～
午
後
7
時

※
12
日（
土
）・
13
日（
日
）
は
午
前
10

時
～
午
後
5
時

相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル　

☎
0
5
7
0（
0 

0
3
）1
1
0

問
合
せ　

さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
☎
0 

4
8（
8
5
9
）3
5
0
7

申
込
み
・
問
合
せ　

越
谷
児
童
相
談
所

☎
0
4
8（
9
7
5
）4
1
5
2

委
員
名

選
出
区
分

　

泉　

信
子

議
会
推
薦

　
大
出
　
健
司

公
選

　

大
久
保　

進

〃

　

岡
安　

操

〃

　

小
川　

〃

　

奥
貫　

榮
市

農
協
推
薦

○
折
原　

公
選

　

木
村　

治
夫　

〃

　

日
下
部　

峰
正

〃

　

黒
川　

幸
子

議
会
推
薦

　

澁
谷　

秀
夫

土
地
改
良
区
推
薦

　

白
石　

尚
美

公
選

　

中
村　

幸
市

共
済
推
薦

　

服
部　

貴
三
郎　

公
選

◎
服
部　

政
男

〃

　

藤
沼　

和
夫

〃

　

船
川　

由
孝

〃

　

巻
島　

功
司

〃

　

増
田　

順
子

議
会
推
薦

　

増
田　

恋
子

〃

社会保障・税番号（マイナンバー）
送 付 先 の 変 更 に つ い て
　10月以降、マイナンバー（個人番号）が記載され

た「通知カード」は、地方公共団体情報システム

から、世帯主あてに簡易書留で郵送されます。

　ただし、以下の事由で住民票の住所地以外で通

知カードを受け取りたい人は、9 月 25 日（金）ま

でに住民票のある住所地の市区町村に申請するこ

とで、避難先などで受け取ることができます。

【居所登録申請できる人】

・東日本大震災の避難者や DV・ストーカー行為

などの被害者で、住所地以外に居住している人

・一人暮らしで、長期間施設などに入所している人

※詳細については、下記コールセンターにお問い

合わせください。

 マイナンバーコールセンター
☎ 0570(20)0178

午前 9時 30 分～午後 5時 30 分

※土曜・日曜、祝日、年始年末を除く

問合せ　市民課　内線 123・(43)6473

　

「
近
所
で
ご
み
を
燃
や
し
て
い
る
臭

い
が
す
る
」「
煙
で
窓
が
開
け
ら
れ
な

い
」「
洗
濯
物
が
汚
れ
て
し
ま
っ
た
」な

ど
、
ご
み
の
野
外
焼
却（
野
焼
き
）に
関

す
る
苦
情
が
市
に
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

ご
み
の
野
外
焼
却
は
、『
廃
棄
物
の

処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
』
に
よ

り
一
部
の
例
外
を
除
い
て
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

産
業
廃
棄
物
だ
け
で
な
く
、
家
庭
か

ら
出
る
生
ご
み
な
ど
の
一
般
廃
棄
物
も

同
様
に
野
外
で
焼
却
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

　

ド
ラ
ム
缶
、
ブ
ロ
ッ
ク
囲
い
、
穴
を

掘
っ
て
の
焼
却
な
ど
の
ほ
か
、
一
定
の

構
造
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
焼
却
炉

の
使
用
に
つ
い
て
も
、
近
隣
住
民
の
み

な
さ
ん
へ
の
迷
惑
や
有
害
物
質
発
生
の

原
因
に
な
り
ま
す
の
で
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
ド
ラ
ム
缶
や
基
準
に
適
合
し

野外焼却は
やめましょう

問合せ
　環境課
　☎（48）0331
　（48）2226
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消
費
生
活
ミ
ニ
出
前
講
座

　

市
で
は
、
み
な
さ
ん
の
消
費
生
活
向

上
に
向
け
て
、
各
種
団
体
の
学
習
会
な

ど
に
講
師
を
派
遣
し
て
い
ま
す
。

テ
ー
マ　

「
振
込
め
詐
欺
・
架
空
請
求

に
つ
い
て
」な
ど（
応
相
談
）

対
象　

市
内
在
住
・
在
勤
の
人
で
構
成

さ
れ
た
団
体（
町
内
会
、
学
校
な
ど
）

費
用　

無
料

申
込
み　

開
催
希
望
日
の
1
か
月
前
ま

で
に
市
民
協
働
課
へ

問
合
せ　

市
民
協
働
課　

内
線
1
 7 

4
・
（
44
）0
2
5
7

不
動
産
無
料
相
談
室

と
き　

10
月
6
日（
火
）
午
後
1
時
～

4
時

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
1
階
第
5

会
議
室

内
容　

不
動
産
取
引
に
つ
い
て
の
困
り

ご
と
、
分
か
ら
な
い
こ
と
な
ど

問
合
せ　

（
社
）
埼
玉
県
宅
地
建
物
取

引
業
協
会
埼
葛
支
部
☎（
31
）
1
 1 

5
7

建

築

無

料

相

談

室

と
き　

10
月
6
日（
火
）
午
後
1
時
～

4
時

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
1
階
第
5

会
議
室

内
容　

建
築
物
の
新
築
・
増
築
・
改
築
・

リ
フ
ォ
ー
ム
・
耐
震
相
談
な
ど

※
建
築
指
導
課（
内
線
5
7
2
）で
も
問

合
せ
を
お
受
け
し
ま
す
。

問
合
せ　

建
設
埼
玉
埼
葛
地
区
本
部
☎

（
34
）3
3
3
5

　

埼
玉
土
建
久
喜
幸
手
支
部
☎（
59
）3

8
1
2

　

（
社
）埼
玉
建
築
士
会
杉
戸
支
部
・
幸

手
部
会
☎（
48
）0
8
7
5

法
の
日
無
料
法
律
相
談
会

　

埼
玉
司
法
書
士
会
と
埼
玉
土
地
家
屋

調
査
士
会
で
は
、
無
料
の
法
律
相
談
会

を
開
催
し
ま
す
。

と
き　

10
月
6
日（
火
）午
後
1
時
～
4
時

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
2
階
第
2

会
議
室

内
容　

司
法
書
士
／
登
記
、
供
託
、
訴
訟

書
類
の
作
成
、
成
年
後
見
業
務
な
ど

　

土
地
家
屋
調
査
士
／
建
物
表
示
、
増

築
、
滅
失
、
分
筆
、
地
籍
更
生
な
ど

問
合
せ　

埼
玉
司
法
書
士
会
☎
0
4
8

（
8
6
3
）7
8
6
1

里

親

入

門

講

座

と
き　

9
月
19
日（
土
）
午
後
1
時
30

分
～
4
時

と
こ
ろ　

ぽ
ぽ
ら
春
日
部（
春
日
部
市

南
1

-

1

-

7
）

内
容　

里
親
制
度
の
説
明
、
体
験
談
な

ど
対
象　

里
親
に
関
心
が
あ
る
人
、
子
ど

も
の
福
祉
に
興
味
が
あ
る
人

参
加
費　

無
料

申
込
み
・
問
合
せ　

越
谷
児
童
相
談
所

☎
0
4
8（
9
7
5
）4
1
5
2

申
込
み　

9
月
8
日（
火
）～
29
日（
火
）

に
社
会
教
育
課
へ
電
話
で
申
込
み

問
合
せ　

社
会
教
育
課　

内
線
6
 4 

5
・
（
42
）5
8
0
3

タ

ー

ゲ

ッ

ト
・

バ
ー
ド
ゴ
ル
フ
教
室

と
き　

10
月
17
日
～
11
月
14
日
毎
週
土

曜
日
午
前
10
時
～
正
午（
全
5
回
）

と
こ
ろ　

Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
さ
く

ら
ふ
れ
あ
い
広
場

対
象　

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
18

歳
以
上
の
人

参
加
費　

1
0
0
円（
保
険
代
）

※
初
回
に
徴
収
し
ま
す
。

持
ち
物　

運
動
で
き
る
服
装
、タ
オ
ル
、

飲
み
物

申
込
み　

当
日
直
接
会
場
へ

問
合
せ　

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
協
会

事
務
局（
社
会
教
育
課
内
）　

内
線

6
4
5
・
（
42
）5
8
0
3

文
化
団
体
連
合
会
作
品
展

と
き　

①
9
月
17
日（
木
）～
22
日（
火
）　

②
10
月
1
日（
木
）
～
6
日（
火
）
午

前
10
時
～
午
後
5
時

※
火
曜
日
は
午
後
4
時
ま
で

と
こ
ろ　

し
あ
わ
せ
の
え
き
プ
ラ
ス

ギ
ャ
ラ
リ
ー

内
容　

①
書
道　

②
短
歌

問
合
せ　

文
化
団
体
連
合
会
事
務
局

（
社
会
教
育
課
内
）　

内
線
6
4
4
・

（
42
）5
8
0
3

子
育
て
サ
ロ
ン
陽
だ
ま
り

と
き　

9
月
11
日（
金
）午
前
10
時
～
11

時
30
分（
毎
月
第
2
金
曜
日
）

と
こ
ろ　

南
公
民
館

内
容　

あ
ら
ら　

ふ
し
ぎ
!?
マ
ジ
ッ
ク

だ
対
象　

小
学
校
就
学
前
ま
で
の
幼
児
と

保
護
者

参
加
費　

無
料

問
合
せ　

植
田
さ
ん（
主
任
児
童
委
員
）

☎（
44
）0
1
7
9

　

社
会
福
祉
課
☎（
42
）8
4
3
5
・
 

（
43
）5
6
0
0

ふ
れ
あ
い
ス
ポ
ー
ツ
塾

と
き　

10
月
6
日
～
27
日
毎
週
火
曜
日

午
前
10
時
～
正
午（
全
4
回
）

と
こ
ろ　

ア
ス
カ
ル
幸
手
メ
イ
ン
ア

リ
ー
ナ

内
容　

さ
い
か
つ
ぼ
ー
る
、
が
ん
ば

る
ー
ん
体
操
、
ミ
ニ
テ
ニ
ス
な
ど

対
象　

市
内
在
住
・
在
勤
の
60
歳
以
上

の
人

定
員　

20
人（
申
込
み
順
）

参
加
費　

無
料

持
ち
物　

運
動
で
き
る
服
装
、
室
内
用

運
動
靴
、
タ
オ
ル
、
飲
み
物

て
い
な
い
焼
却
炉
な
ど
を
使
用
し
て
ご

み
を
燃
や
す
と
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
な
ど

の
有
害
物
質
を
発
生
さ
せ
る
原
因
と
な

り
、
煙
や
悪
臭
な
ど
日
常
生
活
を
す
る

上
で
も
、
近
隣
住
民
の
み
な
さ
ん
に
大

き
な
迷
惑
を
か
け
、
周
辺
の
生
活
環
境

に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
原
因
と
も
な
り
ま

す
。

　

み
な
さ
ん
が
快
適
で
暮
ら
し
や
す
い

環
境
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
も
、
ご

み
は
き
ち
ん
と
分
別
す
る
よ
う
に
し
、

決
め
ら
れ
た
方
法
で
処
分
す
る
よ
う
、

徹
底
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
焼
却
は
一
部

の
例
外
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
は
い
ま
せ

ん
が
、
煙
な
ど
の
発
生
に
よ
っ
て
近
所

迷
惑
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の

で
、や
む
を
得
ず
焼
却
を
行
う
場
合
は
、

時
間
帯
や
風
向
き
な
ど
に
注
意
を
払
う

な
ど
、
周
辺
環
境
に
十
分
配
慮
す
る
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

・
ど
ん
ど
焼
き
や
お
焚
き
上
げ
な
ど
の

風
俗
習
慣
上
の
行
事
を
行
う
た
め

に
必
要
な
焼
却

・
稲
わ
ら
の
焼
却
な
ど
、
農
業
な
ど
を

営
む
た
め
に
や
む
を
得
な
い
も
の

と
し
て
行
わ
れ
る
焼
却

・
落
ち
葉
焚
き
や
焼
き
芋
な
ど
、
日
常

生
活
を
営
む
上
で
通
常
行
わ
れ
る

軽
微
な
焼
却

※
た
だ
し
、
煙
や
悪
臭
が
ひ
ど
く
、
苦

情
の
あ
っ
た
場
合
は
、
公
害
と
し

て
対
応
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

☎


